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２０１７年５月３０日に個人情報保護法が改正され、個人情報の取扱件数にかかわらず、いず

れの企業も個人情報保護に関する対応が必要となりました。

人事部門は、採用から退職まで、業務のほとんどが個人情報を取り扱う部門です。特に、従業

員の健康情報については、改正前から取扱いについて厳格な管理が求められていたところ、改正

により疾病情報は要配慮個人情報として、原則、本人同意が必要となりました。

今回のトムズ塾では、従業員の個人情報について、個人情報保護法に対応するにはどのように

取り扱のか（基礎編）、そして取扱う際の留意点（実務編）について、必要な書式を交えながら、

具体的に解説させて頂きます。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

日程

会場講師

１．従業員個人情報の採用から退職まで
１）個人情報保護法の基礎の基礎（用語の確認、取扱い５つのポイント）
２）個人情報保護法の観点で見た採用から退職まで
３）人事業務で注意する業務や場面とは
４）更に人事業務に関連する改正事項とは

２．採用から退職までの取扱と留意点（書式を見ながら）
１）募集・採用時の留意点
２）グループ会社で共同利用する場合（外資系なら）
３）第三者提供と委託する場合の留意点
４）健康診断と健康情報の取扱
５）ストレスチェックと健康情報の取扱
６）休職・復職時の健康情報（要配慮個人情報）の取扱

※一部内容については、変更となる場合があります。


